
地方財政の充実・強化を求める意見書 

 

 地方自治体は、子育て支援策の充実と保育人材の確保、高齢化が進行する中

での医療・介護などの社会保障への対応、地域交通の維持など、果たす役割が

拡大する中で、地方版総合戦略の実行やマイナンバー制度への対応、防災・減

災事業の実施など新たな政策課題に直面している。 

 一方、地方公務員として公的サービスを担う人材が限られる中で、新しいニ

ーズへの対応と細やかな公的サービスの提供が困難となっているため人材確保

を進め、地方財政の確立を目指す必要がある。 

 令和２年度の政府予算、地方財政の検討にあたり、歳入・歳出を的確に見積

り、社会保障予算の充実、地方財政の確立を目指すことが必要である。よって、

政府に以下の事項の実現を求める。 

 

 

１．社会保障、災害対策など、増大する地方自治体の財政需要に見合う地方一

般財源総額の確保をはかること。 

２．社会保障ニーズへの対応と人材を確保するための予算の確保および地方財

政措置を的確に行うこと。特に保育の無償化に伴う地方負担分の財源確保を確

実にはかること。 

３．地方交付税への「トップランナー方式」の導入は廃止・縮小を含めた検討

を行うこと。 

４．「まち・ひと・しごと創生事業費」として引き続き同規模の財源確保をはか

ること。 

５．令和２年度から始まる会計年度任用職員の処遇改善の財源確保をはかるこ

と。 

６．森林環境譲与税の譲与基準について林業需要の高い自治体への譲与額を増

大させる見直しを進めること。 

７．地域間の財源偏在性の是正のため、抜本的な解決策の協議を進め、各種税

制の廃止、減税を検討する際は、財政運営に支障が生じることがないよう対応

をはかること。 

８．地方交付税の財源保障機能・財政調整機能の強化をはかり、新たな財政需

要の把握、小規模自治体に配慮した段階補正の強化などの対策を講じること。 

９．地方交付税の法定率を引き上げ、臨時財政対策債に頼らない地方財政を確



立すること。 

１０．自治体の基金残高を、地方財政計画や地方交付税に反映させないこと。 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定に基づき、意見書を提出する。 

 

令和元年６月２８日 

 

福島県国見町議会議長 東 海 林 一 樹 
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